
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
六
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
二
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

松
本

純

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い
場
合
）

第
一
条

国
外
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
国
外
犯
罪
被
害
者
又
は
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
の
第
一
順
位
遺
族
（
第
一
順
位
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず

れ
か
の
者
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
単
に
「
第
一
順
位
遺
族
」
と
い
う
。
）
と
加
害
者
と
の
間
に
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
親
族
関
係
が
あ
っ
た
と
き
（
第
三
号
に
規
定
す
る
親
族
関
係
に
あ
っ
て
は
、
国
外
犯
罪
被

害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
が
同
居
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い

も
の
と
す
る
。



一

夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
場
合
を
含
む
。
）

二

直
系
血
族
（
親
子
に
つ
い
て
は
、
縁
組
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
養
子
縁
組
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た

場
合
を
含
む
。
）

三

兄
弟
姉
妹

第
二
条

国
外
犯
罪
被
害
者
が
、
国
外
犯
罪
被
害
の
原
因
と
な
っ
た
国
外
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
犯
罪
の
発
生

状
況
そ
の
他
の
治
安
の
状
況
に
照
ら
し
て
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
地
域
に
所
在
し
て
い
た
と

き
は
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
業
務
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
生
活
の
本

拠
を
有
し
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
地
域
に
所
在
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
三
条

国
外
犯
罪
被
害
に
つ
い
て
、
国
外
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
が

あ
っ
た
と
き
は
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
国
外
犯
罪
行
為
を
教
唆
し
、
又
は
幇
助
す
る
行
為

ほ
う

二

過
度
の
暴
行
又
は
脅
迫
、
重
大
な
侮
辱
等
当
該
国
外
犯
罪
行
為
を
誘
発
す
る
行
為



三

当
該
国
外
犯
罪
行
為
に
関
連
す
る
著
し
く
不
正
な
行
為

第
四
条

国
外
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
国
外
犯
罪
被

害
弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
国
外
犯
罪
行
為
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
。

二

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
に
属
し
て
い
た
こ
と
。

三

当
該
国
外
犯
罪
行
為
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
加
害
者
又
は
そ
の
親
族
そ
の
他
の
加
害
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
の

生
命
を
害
し
、
又
は
身
体
に
重
大
な
害
を
加
え
た
こ
と
。

第
五
条

前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
外
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
と
加
害
者
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
か
ら
判
断

し
て
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
国
外
犯
罪
被
害

弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
し
な
い
場
合
の
特
例
）

第
六
条

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金

等
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か



わ
ら
ず
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
七
条

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
九
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
支
給
裁
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以

下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
一
号
、
第

四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
外
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
そ
の
他
当
該
国
外
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
の
年
月
日

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

国
外
犯
罪
被
害
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
本
籍
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総

合
区
長
と
す
る
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他
の
証
明
書

三

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
国
外
犯
罪
被
害
者
と
の
続
柄
に
関
す
る
市
町
村
長
の
発
行
す
る
戸
籍
の
謄
本



又
は
抄
本
そ
の
他
の
証
明
書

四

申
請
者
が
国
外
犯
罪
被
害
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
国
外
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五

申
請
者
が
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
以

外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
順
位
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

六

申
請
者
が
国
外
犯
罪
行
為
又
は
国
外
犯
罪
被
害
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
当
該
申
請
に
係
る
裁
定
に
資
す
る
情
報
を
記
載

し
た
書
類
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
書
類

七

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
に
申
請
す
る
と
き
は
、
申
請
者
の
住
民
票
に
記
載
さ
れ

て
い
た
住
所
に
関
す
る
市
町
村
長
の
発
行
す
る
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
の
証
明
書

八

法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由
及
び
そ
の
理
由
の
や
ん

だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
国
外
犯
罪
被
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
八
条

国
外
犯
罪
被
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
九
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る



書
類
を
添
え
て
、
国
外
犯
罪
被
害
障
害
見
舞
金
支
給
裁
定
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
を
同
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

負
傷
又
は
疾
病
が
治
っ
た
こ
と
及
び
治
っ
た
日
並
び
に
そ
の
治
っ
た
と
き
に
お
け
る
精
神
の
障
害
の
状
態
又
は
身
体
の

障
害
の
部
位
及
び
状
態
（
国
外
犯
罪
被
害
者
が
こ
れ
ら
の
障
害
に
よ
り
常
に
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
状
態
を
含
む
。
）
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

三

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

四

前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

五

前
条
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類

（
領
事
官
を
経
由
し
て
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
の
申
請
の
日
）

第
九
条

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
事
官
を
経
由
し
て
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
書
類
が
当
該
領

事
官
に
提
出
さ
れ
た
日
を
当
該
申
請
が
公
安
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
れ
た
日
と
み
な
す
。



（
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
処
分
の
通
知
等
）

第
十
条

公
安
委
員
会
は
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
裁
定
を
行
っ
た
と
き
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
申
請
を
却
下
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
支
給
裁
定
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
又
は
国

外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
支
給
裁
定
申
請
却
下
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
す
る
旨
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
当
該
国
外
犯

罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、
併
せ
て
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
支
払
請
求
書
（
様
式
第
五
号
）
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
払
の
請
求
）

第
十
一
条

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
を
支
給
す
る
旨
の
裁
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
支
払
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
書
を
国
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
二
人
以
上
の
者
が
同
時
に
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い



て
、
一
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
よ
り
、
他
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
係
る

事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
他
方
の
申
請
書
の
余
白
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
他
方
の
申
請
書
に
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
該
書
類
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申

請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
保
存
）

第
十
三
条

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
書
類
は
、
そ
の
取
扱
い
が
完
結
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


